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地域づくりのため

　新たな制度による

　　自治会・町内会活動に

　　　　ご協力をお願いします

　平成29年の地方自治法などの改正により、市の「特別職」の定義が厳格化されたため、令和２
年度から行政協力員と町内会長を「特別職非常勤職員」として委嘱できなくなり、制度の見直しを
行いました。４月から行政との連絡窓口を自治会長・町内会長にお願いすることとし、活動報償費
の算定基準も統一します。
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